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朝
覲
行
幸
は
、
天
皇
が
太
上
天
皇
と
皇
太
后
の
も
と
へ
出
向
い
て
、
年
始
の
挨
拶

を
行
う
儀
式
で
あ
る
。
そ
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、
近
年
で
は
佐
古
愛
己
氏
の
研
究

が
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
で
利
用
さ
れ
る
史
料
は
、
実
際
の
儀
式
の
様
相
が
記
さ
れ

た
日
記
や
史
書
が
主
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
儀
式
に
は
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
た
次
第
書
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
拠
る
べ
き
指
針
と
し
て
の
先
例
が
日
記
な
ど
か

ら
引
か
れ
る
。
儀
式
を
ど
の
よ
う
に
構
想
し
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る

の
み
な
ら
ず
、
散
佚
し
た
日
記
の
本
文
が
知
ら
れ
る
と
い
う
意
義
も
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
九
条
家
本
か
ら
二
種
の
朝
覲
行
幸
次
第
を
紹
介

し
、
併
せ
て
藤
原
忠
通
の
日
記
『
玉
林
』
の
佚
文
の
拾
遺
と
す
る
。

『
朝
覲
行
幸
次
第
草
』［
九-

一
一
五
］

　

鎌
倉
時
代
写
。
巻
子
装
一
軸
。
全
二
十
紙
。
縦
三
〇
・
三
（
新
補
表
紙
）、
二
八
・

五
（
旧
表
紙
・
本
紙
）
×
横
一
〇
〇
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
天
二
本
・
地
一
本

墨
界
、
界
高
、
上
端
よ
り
二
・
三
、
三
・
五
、
二
七
・
二
。
九
条
道
房
に
よ
っ
て
九

条
道
家
筆
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　

本
史
料
は
朝
覲
行
幸
の
次
第
書
で
あ
る
。
後
人
が
「
執
柄
作
法
」
と
注
し
た
よ
う

に
、
摂
関
の
関
わ
る
次
第
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
抹
消
符
や
移
動
符
が
散
見
す
る

草
稿
的
な
も
の
で
あ
る
。
朝
覲
行
幸
の
先
例
に
言
及
す
る
ほ
か
、『
殿
暦
』・『
玉
林
』

及
び
記
主
未
詳
の
日
記
か
ら
の
引
用
が
あ
る
。
先
例
と
し
て
言
及
す
る
、
あ
る
い
は

日
記
か
ら
引
用
す
る
の
は
、
年
代
順
に
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
か
っ
こ
内
は
朝
覲
行

幸
の
日
）。

寛
治
二
年
（
正
月
十
九
日
）

康
和
五
年
（
正
月
二
日
）

保
安
二
年
（
二
月
二
十
九
日
）

保
安
三
年
（
二
月
十
日
）

保
安
五
年
（
正
月
五
日
）

天
治
二
年
（
正
月
三
日
）

天
治
三
年
（
正
月
二
日
）

大
治
三
年
（
正
月
二
日
）

長
承
元
年
（
正
月
二
日
）

　

日
記
の
引
用
の
方
法
は
、「（
年
時
）
御
記
云
」
の
よ
う
に
示
す
も
の
と
、
年
時
の

み
示
し
て
引
用
を
続
け
る
も
の
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
『
玉
林
』
に
限
ら
れ
、
後
者

（
１
）

史
料
紹
介

太　
　

田　
　

克　
　

也

藤　
　

原　
　

重　
　

雄

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
家
本
『
朝
覲
行
幸
次
第
草
』・『
朝
覲
行
幸
次
第
』

―
―
藤
原
忠
通
『
玉
林
』
佚
文
拾
遺
―
―
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は
内
容
か
ら
『
殿
暦
』
と
『
玉
林
』、
さ
ら
に
記
主
不
詳
の
日
記
で
あ
る
。
な
お
『
殿

暦
』
の
引
用
部
分
を
元
の
文
章
と
比
較
す
る
と
、
や
や
異
同
も
見
ら
れ
る
が
、
概
ね

語
順
通
り
に
抜
き
出
し
て
い
る
。

　

本
史
料
に
は
後
の
時
代
に
こ
れ
を
写
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
今
回
の
翻

刻
に
当
た
っ
て
も
参
照
し
た
。
以
下
の
三
本
で
、
い
ず
れ
も
九
条
家
本
で
あ
る
。

『
行
幸
次
第
草
』［
九-
三
三
七
］

『
朝
覲
行
幸
次
第
』［
九-
三
三
一
］

『
朝
覲
行
幸
次
第
』［
九-
三
四
二
］

　

ま
ず
九-

三
三
七
は
、
九-

一
一
五
の
冒
頭
か
ら
第
四
紙
の
初
め
ま
で
に
相
当
す
る

部
分
を
残
し
、
以
降
は
欠
損
し
て
い
る
。
九-

一
一
五
と
は
次
第
の
骨
格
を
同
じ
く

し
つ
つ
も
、
所
々
に
省
略
や
加
筆
が
見
ら
れ
る
。
抹
消
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
い
く
つ

か
あ
り
、
そ
の
様
態
か
ら
草
稿
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。『
玉
葉
』（
文
治
二

年
四
月
七
日
条
）
を
引
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
降
の
成
立
と
な
る
。

　

次
に
九-

三
三
一
と
九-

三
四
二
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
も
の
で
、
九-

一
一
五

に
か
な
り
の
加
筆
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
九
条
家
本
の
『
行
幸
次
第
』［
九-

五
〇
七
八
］
な
ど
と
合
体
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
直
接
参
照
し
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
九-

一
一
五
よ
り
も
次
第
が
詳
細
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、

儀
式
が
二
日
に
亘
る
場
合
の
二
日
目
の
次
第
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
点
に

つ
い
て
は
九-

三
四
二
の
方
が
九-

三
三
一
よ
り
も
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
後

二
条
師
通
記
』、「
法
性
寺
殿
式
次
第
」、『
玉
葉
』、「
後
三
縁
院
殿
御
記
」な
ど
に
よ
っ

て
先
例
を
増
補
し
、
実
際
の
儀
式
で
の
実
用
性
よ
り
も
、
記
録
や
集
成
の
よ
う
な
意

味
合
い
が
強
い
。

　

こ
う
し
た
写
本
の
存
在
は
、
次
第
書
の
生
成
過
程
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
儀
式
に
お
け
る
次
第
書
を
作
成
す
る
に
は
、
ま
ず
既
存
の
次
第
書
を
核
と
し
て
、

作
成
者
の
立
場
や
次
第
の
実
情
に
応
じ
て
内
容
を
増
減
さ
せ
、
基
本
的
な
構
成
を
決

定
す
る
。
そ
し
て
日
記
や
次
第
書
な
ど
に
先
例
を
求
め
、
こ
こ
に
加
筆
し
、
あ
る
い

は
修
正
を
施
す
。
実
際
の
儀
式
に
使
用
す
る
際
に
は
、
必
要
な
部
分
を
抜
き
出
し
て

整
形
し
、
実
施
後
に
は
書
き
入
れ
を
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
先
行
す
る
次
第

書
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
様
々
に
変
容
し
得
る
わ
け
で
あ
る
。
本
史
料

と
そ
の
写
本
群
と
の
内
容
の
差
異
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。

　

本
史
料
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
次
第
の
内
容
か
ら
、
上
皇
と
女
院
（
母
后
）

が
い
て
、
か
つ
「
太
閤
」
と
「
執
柄
」
が
い
る
時
期
の
朝
覲
行
幸
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
道
家
筆
と
い
う
極
め
が
正
し
け
れ
ば
、
該
当
す
る
の
は

　

後
堀
河
上
皇
―
四
条
天
皇
―
藻
璧
門
院
―
太
閤
道
家
―
摂
政
九
条
教
実

で
あ
る
が
、
藻
璧
門
院
（
道
家
女
竴
子
）
の
院
号
宣
下
は
貞
永
二
年
四
月
三
日
、
同

年
（
天
福
元
）
九
月
十
八
日
に
は
崩
御
し
、
こ
の
間
に
朝
覲
行
幸
を
行
っ
た
記
録
は

見
え
な
い
。
一
方
、
道
家
筆
で
な
い
と
す
れ
ば
、
引
か
れ
る
先
例
の
下
限
と
な
る
長

承
元
年
以
降
、
十
三
世
紀
の
範
囲
で
は
、
該
当
す
る
期
間
が
極
め
て
短
い
も
の
を
除

く
と
、
以
下
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。

後
白
河
上
皇
―
二
条
天
皇
―
八
条
院
―
太
閤
忠
通
―
摂
政
藤
原
基
実
（
応
保
元
年

十
二
月
十
六
日
～
応
保
二
年
六
月
八
日
）

　
　

応
保
二
年
正
月
十
日

後
鳥
羽
上
皇
―
土
御
門
天
皇
―
承
明
門
院
―
太
閤
藤
原
基
通
―
摂
関
九
条
良
経
・

近
衛
家
実
（
建
仁
二
年
正
月
十
五
日
～
承
元
二
年
七
月
五
日
）

　
　

元
久
二
年
正
月
十
九
日

　
　

承
元
元
年
正
月
二
日

後
嵯
峨
上
皇
―
後
深
草
天
皇
・
亀
山
天
皇
―
大
宮
院
（
太
閤
・
摂
関
は
頻
繁
に
代

わ
っ
て
い
る
た
め
省
略
）（
宝
治
二
年
六
月
十
八
日
～
文
永
五
年
十
月
五
日
）

　
　

建�
長
二
年
十
月
十
三
日
（
土
御
門
顕
定
作
の
『
朝
覲
行
幸
次
第
』［
九-

五
〇
八

四
］
あ
り
、『
岡
屋
関
白
記
』
同
日
条
参
照
）

　
　

建
長
五
年
正
月
二
十
八
日

　
　

弘
長
二
年
正
月
四
日

（
九
条
満
家
）

（
２
）
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弘
長
三
年
二
月
十
三
日

後
深
草
上
皇
―
伏
見
天
皇
―
玄
輝
門
院
―
太
閤
鷹
司
兼
平
―
関
白
二
条
師
忠
（
正

応
元
年
十
二
月
十
六
日
～
正
応
二
年
四
月
十
二
日
）

正
応
二
年
三
月
二
十
三
日

　

朝
覲
行
幸
の
実
施
が
確
認
で
き
た
も
の
は
そ
の
年
時
を
記
し
た
。
詳
し
い
記
事
の

残
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
史
料
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
。
な
お
本

史
料
の
本
文
に
「
女
院
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
先
に
触
れ
た
九-

三
三
一
及
び
九-

三

四
二
で
は
「
院
」
と
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
母
后
へ
の
院
号
宣
下
を
想
定
し
な
く

て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
朝
覲
行
幸
次
第
』［
九-

四
〇
二
七
］

　

鎌
倉
時
代
写
。
巻
子
装
一
軸
。
全
六
紙
。
縦
一
五
・
一
×
横
三
三
〇
・
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
。

　

本
史
料
は
朝
覲
行
幸
の
や
や
簡
略
な
次
第
書
で
あ
る
。
九-
一
一
五
な
ど
と
比
べ

る
と
整
っ
た
書
写
で
あ
り
、
成
立
と
も
関
わ
る
が
、
転
写
本
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。前
欠
で
あ
る
が
、『
朝
覲
行
幸
次
第
』［
九-

五
〇
八
三
］が
同
様
の
内
容
を
有
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
欠
脱
部
分
の
文
章
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
九-

五
〇
八
三
も
冒
頭
部

を
欠
い
て
い
る
よ
う
で
、
全
て
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

先
例
と
し
て
言
及
し
て
い
る
も
の
に
は
、
保
安
年
間
（
年
時
不
明
）
の
例
が
一
つ

あ
る
。
ま
た
一
連
の
次
第
を
記
し
た
後
に
、
法
皇
が
出
御
し
た
際
に
置
か
れ
る
三
衣

筥
の
役
に
関
し
て
『
台
記
』
康
治
二
年
正
月
三
日
条
を
、
院
司
の
行
幸
賞
に
関
し
て

天
治
年
間
（
年
時
不
明
）
の
『
玉
林
』
を
引
く
。『
台
記
』
の
引
用
文
を
元
の
文
章

と
比
較
し
て
み
る
と
、
所
々
に
省
略
が
見
ら
れ
、
忠
実
に
抜
き
出
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。『
玉
林
』
の
佚
文
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
史
料
と
同
じ
内
容
を
持
つ
も
の
に
九-

五
〇
八
三
が
あ
る
。

こ
ち
ら
も
鎌
倉
時
代
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
本
史
料
の
前
欠
部
分
を
補
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
首
欠
ら
し
く
、
ま
た
反
対
に
本
史
料
に
あ
る
「
次

被
仰
賞
」
以
下
を
欠
い
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、
本
史
料
が
有
す
る
次
第
を
基
礎

と
し
て
、
行
間
に
多
く
の
書
き
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
成
立
時
期
は
不
明
だ
が
、

書
き
入
れ
の
下
限
に
近
い
も
の
に
「
宰
相
中
将
実
守
」（
嘉
応
二
年
～
養
和
二
年
）

と
あ
り
、
そ
れ
以
降
と
な
る
か
ら
成
立
と
書
写
時
期
は
概
ね
一
致
す
る
か
。
本
史
料

と
九-

五
〇
八
三
が
直
接
の
書
承
関
係
に
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
文
的
に
は

九-

五
〇
八
三
の
方
が
正
し
い
と
見
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
や
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態

な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
共
通
の
親
本
を
持
つ
兄
弟
関
係
に
あ
る
写
本
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

本
史
料
の
成
立
に
つ
い
て
は
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
奥
書
・
識
語
類
が
な

く
、
人
名
に
関
す
る
注
記
も
見
ら
れ
な
い
な
ど
、
成
立
事
情
を
物
語
る
も
の
が
な
い

か
ら
で
あ
る
。た
だ
し
内
容
が
本
史
料
作
成
時
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

あ
る
程
度
の
絞
り
込
み
が
で
き
る
。
ま
ず
天
皇
が
「
幼
主
」
で
あ
る
と
き
の
動
作
に

言
及
し
て
い
る
の
で
、
天
皇
の
元
服
前
と
な
る
。
次
に
三
衣
筥
を
置
く
こ
と
に
触
れ

て
い
る
の
で
、
法
皇
の
も
と
へ
の
行
幸
と
な
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
時
期
を
、『
台

記
』
と
『
玉
林
』
が
追
記
で
あ
る
可
能
性
も
考
慮
し
て
、
保
安
年
間
以
降
、
推
定
書

写
年
代
の
鎌
倉
時
代
辺
り
ま
で
で
探
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

鳥
羽
法
皇
―
近
衛
天
皇
（
永
治
元
年
十
二
月
七
日
～
久
安
六
年
正
月
三
日
）

後
白
河
法
皇
―
高
倉
天
皇
（
嘉
応
元
年
四
月
八
日
～
嘉
応
三
年
正
月
二
日
）

後
白
河
法
皇
―
安
徳
天
皇
（
養
和
元
年
正
月
十
七
日
～
寿
永
二
年
八
月
十
九
日
）

後
白
河
法
皇
―
後
鳥
羽
天
皇
（
寿
永
二
年
八
月
二
十
日
～
文
治
六
年
正
月
二
日
）

後
高
倉
法
皇
―
後
堀
河
天
皇
（
承
久
三
年
八
月
十
六
日
～
承
久
四
年
正
月
二
日
）

　

こ
の
う
ち
朝
覲
行
幸
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
以
下
の
例
で
あ
る
。

鳥
羽
法
皇
―
近
衛
天
皇
―
摂
政
藤
原
忠
通

康
治
二
年
正
月
三
日
（
皇
太
后
藤
原
聖
子
同
輿
）

康
治
三
年
正
月
五
日
（
同
前
）

（
藤
原
）
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天
養
二
年
正
月
四
日

久
安
二
年
二
月
一
日
（
台
記
「
元
太
后
同
輿
」）

久
安
三
年
正
月
二
日

久
安
五
年
二
月
十
三
日

後
白
河
法
皇
―
高
倉
天
皇
―
摂
政
藤
原
基
房

嘉
応
元
年
四
月
二
十
八
日

嘉
応
二
年
正
月
三
日

後
白
河
法
皇
―
安
徳
天
皇
―
摂
政
藤
原
基
通

寿
永
二
年
二
月
二
十
一
日
（
皇
后
亮
子
内
親
王
同
輿
）

後
白
河
法
皇
―
後
鳥
羽
天
皇
―
摂
政
藤
原
兼
実

文
治
三
年
十
一
月
八
日

後
高
倉
法
皇
―
後
堀
河
天
皇

記
録
ナ
シ

　
「
皇
后
」（
幼
帝
の
母
后
ま
た
は
相
当
す
る
者
）
が
同
輿
す
る
と
き
の
こ
と
も
問
題

と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
有
無
が
確
認
で
き
た
も
の
に
は
注
記
し
た
。
記
録
の
残
存

状
況
と
も
関
わ
っ
て
、
年
時
が
判
明
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
わ
か
っ
た
と
し
て
も
詳

細
は
不
明
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。近
衛
天
皇
の
摂
政
は
忠
通
な
の
で
、『
玉
林
』

が
追
記
で
な
け
れ
ば
、
後
白
河
院
政
下
の
い
ず
れ
か
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
そ
も
そ
も

本
史
料
が
実
際
の
行
幸
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
ず
、
判
断

は
難
し
い
。

　

編
者
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
が
、『
台
記
』
や
『
玉
林
』
を
披
見
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
現
在
見
る
形
に
ま
と
め
た
の
は
彼
ら
の
子
孫
が
該
当
す
る
か
。
九

条
家
の
人
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
確
実
で
は
な
い
。

〔
註
〕

（
１
）　

佐
古
愛
己
「
非
「
官
方
行
事
」
に
お
け
る
勧
賞
の
特
質
―
朝
覲
行
幸
を
素
材
と
し

て
―
」（『
平
安
貴
族
社
会
の
秩
序
と
昇
進
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、「
院
政
・

鎌
倉
期
に
お
け
る
朝
覲
行
幸
の
特
質
と
意
義
―
拝
舞
・
勧
賞
・
行
啓
の
分
析
か
ら
―
」

（
元
木
泰
雄
編
『
日
本
中
世
の
政
治
と
制
度
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）。
先
行

研
究
の
整
理
は
こ
れ
ら
に
譲
る
。

（
２
）　

九
条
家
本
に
含
ま
れ
る
複
数
の
次
第
書
の
関
係
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
吉
田

早
苗
「『
春
除
目
抄
』
と
『
秋
除
目
抄
』
―
九
条
良
経
の
除
目
抄
に
つ
い
て
―
」（『
日

本
歴
史
』
五
一
六
、一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。
ま
た
本
稿
で
翻
刻
す
る
朝
覲
行
幸
次
第

は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
神
戸
航
介
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
九
条
家
本
「
諸
次
第
等

目
録
」
に
つ
い
て
―
平
安
時
代
儀
式
研
究
の
た
め
に
―
」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公
家

文
庫
研
究
』
六
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
も
参
照
。
な
お
九
条
道
房
の
整
理

に
よ
る
『
九
条
家
記
録
文
書
目
録
』［
九-

二
七
一
］
に
は
、
対
応
す
る
箱
が
含
ま
れ

て
お
ら
ず
、
二
種
と
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

︻
付
記
︼
翻
刻
・
解
題
を
太
田
が
作
成
し
、
藤
原
が
補
助
し
た
。
ご
所
蔵
者
か
ら
は
原
本

閲
覧
の
便
宜
を
お
取
り
は
か
り
頂
き
、
翻
刻
の
ご
許
可
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意

を
表
す
。
本
史
料
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
の
ス
キ
ャ
ン
画
像
は
、
史
料
編
纂
所
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
マ
マ
）

〔
无
カ
〕
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【 
翻
　
刻 

】

〔
凡
例
〕

・
翻
刻
の
要
領
は
通
行
に
倣
っ
た
が
、
特
記
事
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・�

底
本
の
体
裁
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
空
行
・
余
白
は
必
ず

し
も
反
映
さ
せ
な
か
っ
た
。

・�

各
紙
の
変
わ
り
目
に
」
を
付
し
、　

」
の
よ
う
に
紙
数
を
表
示
し
た
。

『
朝
覲
行
幸
次
第
草
』［
九-

一
一
五
］

「
朝
覲
行
幸
次
第
草
」

「
朝
覲
行
幸
次
第
草　
執
柄
作
法

」

「
峯
殿
御
筆
也
、」

「
朝
覲
行
幸
次
第
草
執
柄
作
法　

　
　
　

峯
殿
御
筆
」

朝
覲
行
幸
次
第

剋
限
諸
卿
参
着
仗
座
、
螺
鈿
剣
、
有
文
帯
、

　
随
身
装
束
左
右
染
分
、
葈
脛
巾

狩
胡
籙
、

執
柄
参
入
、
候
殿
上
催
行
雑
事
、

職
事
覧
日
時
勘
文
、
不
入
筥
、

　

執
柄
見
了
返
給
、
則
下
上
卿
、

次
仰
召
仰
及
留
守
人
、
下
日
時
之
次
被
仰
、

　

路
次
第
等
、

留
守
参4
議
・
弁
各
一
人
、

路
次
・
出
御
門
等
、

　
　
　

天
治
二
御
記
云
、
覧
日
時
、
頭
弁
云
、
相
待
右
大
臣
参
入
、

　
　
　

可
下
彼
人
歟
、
予
云
、
不
可
然
、
只
可
下
祗
候
上
卿
者
、

次
衛
府
公
卿
以
下
帯
弓
箭
、

次
天
皇
出
御
南
殿
、

　

所
司
豫
敷
莚
道
、

　

主
上
出
御
昼
御
座
、

　

内
侍
入
夜
御
殿
、
取
剣
璽
、
候
御
帳
北
辺
、

　

於
額
間
着
御
々
挿
鞋
、
以
蔵
人

献
之
、�

」

　

執
柄
指
笏
取
御
下
襲
尻
、

　

御
剣
内
侍
候
御
前
、
次
将
扶
持
之
、

　

璽
筥
内
侍
候
御
後
、
五
位
蔵
人
付
之
、

経
広
庇
幷
長4
橋
入
自
南
殿
戌
亥
角
北
面
戸
、
暫

　

令
立
留
御
帳
後
戸
下
給
、

持
剣
之
内
侍
入
自
御
帳
後
戸
、
経
御
帳
東
立
御
帳
前

　

母
屋
東
柱
南
頭
、
南
面
経
柱

東
、

持
璽
之
内
侍
入
自
同
戸
、
経
御
帳
西
立
御
前
柱
南
頭
、
如
初
、

　
　
　

次
天
皇
入
自
同
戸
、
立
給
御
帳
西
間
中
央
、
南
面
、

　
　
　

　

執
柄
刷
御
尻
候
西
方
、
去
一
許
丈
後4

候
、

次
近
衛
引
陣
、
執
柄
催
之
、　　

次
反
閇
、
執
柄
仰
職
事
催
之
、

　

陰
陽
師
入
自
明
義
門
幷
南
殿
御
後
障
子
西
戸
、
奉
仕

　

反
閇
了
退
出
、
給
禄
、

次
天
皇
経
御
帳
間
西
南
柱
之
間
□
御
帳
前
給
、

　
廻
北
、

南
面
、

次
右
近
次
将
渡
東
、

次
公
卿
列
立
南
庭
、
北
上
西
面
、

　

左
右
大
将
立
階
東
西
、�

」

次
圍
司
奏
、
執
柄
催
之
、

　
　
　
　
　

　

出
自
弓
場
殿
斜
行
就
版
則
帰
入
、

（
第
1
紙
）

（
新
補
表
紙
外
題
）

（
旧
表
紙
外
題
）

（
同
見
返
し
）

　

 

（
九
条
道
家
）

（
本
紙
端
裏
書
）

（
正
月
三
日
）

（
源
雅
兼
）

（
藤
原
家
忠
）

（
藤
原
忠
通
）

（
第
1
紙
）

〔
立
〕

（
第
2
紙
）
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�

保
安
五
御
記
云
、
可
出
左
腋
門
歟
、
而
出
自
弓
場
、
是

　
　
　
　
　

近
代
也
、

次
鈴
奏
、

　

少
納
言
就
版
奏
之
、

　

有
勅
答
、
近
代
執
柄
鳴
笏
告
之
、

此
間
舁
出
大
刀
契
、

　

左
将
監
経
階
下
西
渡
而
右
将
監
相
共
昇
西
階
、

　

舁
下
大
刀
禊
辛
櫃
、
豫
置
南
簀
子

西
二
間
、

次
寄
御
輿
、

　

掃
部
豫
敷
莚
道
、
主
殿
撤
御
座
帊
、

　

公
卿
次
将
副
御
□
到
階
腋
、

次
上
臈
次
将
参
進
、
先
開
輦
戸
、
取
御
剣
安
輦
中
、

　

退
候
、

次
天
皇
乗
御
、

　

執
柄
取
御
裾
帖
入
御
輿
中
、

　

左
大
将
称
警
蹕
、
次
将
発
之
、�

」

　

次
将
取
御
挿
鞋
給
東
竪　

、
候
剣
璽

次
将
、

次
々
将
取
璽
筥
安
輦
中
、
閉
戸
退
下
、

此
間
執
柄
乗
輿
之
後
、

即
進

経
南
庇
於
東
階
下
着
靴
、
出

　

軒
廊
東
二
間
立
南
庭
、

暫
降
立
軒
廊
南
庭
、

参
会
公
卿
前
行
騎
馬
、

次
御
輿
■
■
■
、

次
左
大
将
於
日
花
門
外
仰
御
綱
、
左
大
将
不
候
者
、

左
次
将
仰
之
、

次
車
駕
出
宮
、

執
柄
於
左
衛
門
陣
外
騎
馬
、
或
北
門
、

随
便
、

　

候
腰
輿
後
・
殿
上
人
前
、

　
　

陣
中
儀
、

随
身
為
先
下
臈
打
馬
前
、
左
近

ハ

馬
左
、

右
近

ハ

馬
右
、

舎
人
・
居
飼
・
副
馬
、
馬
副
在
馬
後
、

路
頭
儀
、�

」

先
居
飼

4

4

四
人
、
二
行
、

次
舎
人
四
人
、
二
行
、

次
上
臈
随
身
四
人
、
左
二
人
在
左
、

右
二
人
在
右
、

次
馬
、
馬
副
二
人
、
張
口
、

舎
人
・
居
飼
副
左
右
、

次
馬
副
十
人
、
二
行
、
先4

4
持
笏
、

次
下
臈
随
身
六
人
、
二
行
、

或
在
馬
副
前
、

次
雑
色
両
三
、
一
人
令
持
浅
沓
、

次
調
度
懸
十
二
人
、
二
行
、

車
駕
到
女
院
御
在
前
、
於
一
丁
停
警
蹕
声
、

六
位
去
門
一
丁
下
馬
、

五
位
以
上
於
門
辺
下
馬
、

乗
輿
到
女
院
門
下
、
於
一
町
停
警
蹕
声
、

神
祇
官
献
大
麻
、
或
不
献
之
、

雅
楽
寮
発
音
、

先
是
公
卿
下
馬
列
立
殿
上
屏
前
、
南
面
、

参
会4
人
着
浅
沓
立
加
之
、
或
不
立
列
、

大
閤
参
立
候
閑
所
、

大
将
下
馬
立
門
内
左
右
、
不
垂
裾
、

左
兵
衛
陣
列
同
門
南
腋
、
御
車
宿

前
、

（
正
月
五
日
）

〔
例
脱
カ
〕

〔
契
〕

〔
輿
〕

（
第
3
紙
）

〔
子
〕

役

〻
〻

〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

漸
進
行

或
西
陣
、

〔
列
〕

（
第
4
紙
）

（
×
舎
人
）

令

暫
扣4
鸞
輿
於
東
四
足
下

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

向
門
道
端

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

（
コ
ノ
三
字
擦
消
ノ
上
ニ
書
ス
カ
）
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執
柄
於
門
辺
下
馬
、
上
臈
随
身
一
丁
許
下
馬
在
馬
前
、

如
陣
中
儀
、　　
　
　
　
　
　

垂
裾
、�

」

「
或
入
中
門
之
後

　

垂
之
、
保
安
二
・
三
・
五
如
此
、」
取
笏
進
立
御
輿
前
、
南
頭
、
或

北
、

次
使
院
司
公
卿
近
代
多

用
大
納
言
、
奏
臨
幸
之
由
、
近
代
只
目

之
、　　

院
司
入
中
門
進
南
庭
奏
事
由
、
帰
出
示
気
色
、

復
本
列
、

或
先
令
撤
幔
門

之
後
、
示
気
色
、

此
間
楽
屋
発
乱
声
、

次
執
柄
先
進
行
、
随
身
為
先
下

臈
前
行
、

入
中
門
於
北
腋
辺
脱
靴

裾
垂
裾
、
或
下
馬
之
時

被
垂
之
、

跪
候
、
随
身
取
之
、

　
　

康
和
五
年
、
入
御
之
間
、
予
在
御
輿
側
、
入
御
中
門
之
間
、
予
先

　
　

入
之
、

　
　

保
安
二
年
・
三
年
・

・
天
治
二
年
・
三
年
、
先
入
中
門
脱
靴
、

　
　
　

垂
裾
跪
候
御
輿
頭
、

次
御
輿
進
行
舁
居
中
門
下
、
向
前
於
東
方
也
、
於
中
門
外

舁
廻
之
、

大
将
前
行
入
中
門
南
庭
、
東
礼
之
時
或
候
中
門
外
、
依
為
御
輿

前
方
也
、
或
又
猶
候
中
門
内
、

公
卿
次
将
以
下
群
居
御
輿
左
右
、

列
立
公
卿
各
跪
地
、�

」

次
上
臈
次
将
参
進
、
脱
靴
、

開
輦
戸
、
取
御
剣
候

御
輿
辺
、

次
将
又
一
人
取
御
草
鞋
供
之
、

次
主
上
下
御
、
執
柄
参
進
刷
御
下
襲
、

豫
供
莚
道
、
其
上
敷
両
面
、

御
路
経
中
門
廊
到
対
南
面
中
央
間
、

下4
臈
次
将
取
璽
筥
、
献
御
草
鞋
之
次
将

有
便
、

即
入
御
休
所
、

先
取
御
剣
次
将
前
行
、
歩
莚
道
上

両
面
外
、

次
主
上
、
執
柄
指
笏
取
御
裾
、

次
又
次
将
取
璽
筥
在
執
柄
後
、

内
侍
二
人
儲
候
簾
中
、
次
将
跪
簾
外
付
剣
璽
、�

」

璽
筥
入
御

之
後
付
之
、

　

入
御
之
間
執
柄
褰
御
簾
、

上
臈
次
将
帰
出
閉
輦
戸
、

次
公
卿
着4
殿
上
、
大
盤
居
饗
、

入
御
之
後
、
払
雑
人
閉
中
門
、

次

院
司
敷
帛
袷
、

依
其
告
参
簾
中
取
之
、
敷
庇
御
座
上
、
置
鎮
子
、

如
例
、

次
仙4
院
御
母
屋
御
座
、

次
主
上
渡
御
、

於
戸
下
着
御
靴
、

蔵
人
頭4
献
之
、

　

出
御4
休
所
南
面
戸
、
執
柄
褰

御
簾
、
経
透
渡
殿
於
東
妻

戸
下
垂
御
裾
、
召
御
笏
、
蔵
人
頭

献
之
、
入
件
戸
、
執
柄

褰

御
簾
、

進
自
南
庇
立
帛
袷
上
給
、
北
面
、
自
南

進
給
、

有
御
拝
、�

」

　
　

此
間
執
柄
退
候
南
簀
子
、

　
　

大
閤
同
候
御
共
、

次
御
拝
、
舞
踏
右
左
右
、
御
拝
了
下
立
有
御
拝
、

舞
踏
如
恒
、
但
右
左
右
、
異
凡
人
前
後
乍
立
有
御
拝
、

御
拝
了
左
廻
還
御
、

次
還
御
、

於
初
戸
下
返
給
御
笏
於
頭
、

於4
御
休
所
辺
脱
靴
入
所
、

次
仙
院
入
御
、

〻
〻

（
第
5
紙
）

（
囲
ミ
テ
末
梢
ス
）

（
二
月
二
十
九
日
）（
二
月
十
日
）

令
撤
屏
幔
、

〻

儲〻

（
正
月
二
日
）

（
殿
暦
）

（
藤
原
忠
実
）

五
年

（
正
月
二
日
）

候
砌
下

〻
〻

（
第
6
紙
）

（
第
7
紙
）

（
×
人
）

公
卿

（
×
女
）〔
出
脱
〕

（
×
献
）

執
柄
取
御
下
襲

尻
、

〻
〻
〻

（
第
8
紙
）

〻
〻
〻
〻
〻

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
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次
改
寝
殿
御
装
束
、

取
帛
袷
如
本
懸
御
屏
風
、
垂
母
屋
御
簾
、

主
上
御
座
如
本
、

南
簀
子
透
渡
殿
等
敷
菅4
円
座
、
階
以
西
敷
厚
円
座
一
枚
、

為
大
閤
座
、
以
東
殿
上
下�

」

以
下
座
、
兼
両
所
殿
上
人

役
之
、

次
近
衛
陣
胡
床
、
次
将
等
着
靴
□
□
、

次
主
上
重
渡
御
、

自
北
面
渡
御
寝
殿
御
母
屋
簾
中
、
御
座
間
、

執4
柄
取
御
下
襲
尻
、

内
侍
二
人
取
剣
璽
筥
同
候
、

召
御
笏
、
職
事
豫
持
御
笏
候
簀
子
、

依
召
献
之
、
或
自
本
令
持
御
笏
給
、

上
臈
次
将
豫
儲
候
透
渡

殿
辺
、

参
進
簾
下
取
御
剣
、
内
侍
自
簾

下
指
出
之
、

置
御
座
東
妻
、
柄
南
、

刃
東
、

次
出
御
自
御
座
間
、
執
柄
褰

御
簾
、
着
御
々
座
、
南
面
、
但
母
后

御
座
簾
中

暫
西
面
、
舞
間

令
南
面
給
、

　
　
　

執
柄
引
刷
御
下
襲
尻
、

　

次
同
次
将
取
璽
筥
置
御
剣
内
方
、

　
　
　

保4
安
三
、
東
礼
、

召
宰
相
中
将
雅
定
於
簾
下
、
先
置
剣
璽
於

　
　
　
　

御
座
左
方
、
南
柄
、

刃
、

其
内
方
置
璽
筥
、
先
是
御
剣

　
　
　
　

出
御
之
後
、
欲
置
璽
御
座
、
只
出
御
以
前
可
置
之
由
有
仰
、

　
　
　
　

仍
先
令
置
之
、

　
　
　

天
治
元
年
、
西
礼
、

剣
璽
置
御
座
左
方
、
以
刃
為
東
、
以
柄�

」

　
　
　
　

為
南
、
璽
筥
在
其
内
方
、
猶
可
置
御
座
右
歟
、
為
敷
上
皇

　
　
　
　

御
座
也
、

　

或
経
透
渡
殿
如
初
渡
御
、
上
皇
出
御
之
時
多

　
　

如
此
、
法
皇
着
御
坐
簾
中
之
時
、
自
□
中
出
御

　
　

有
便
、

　
　
　

保
安
五
年
御
記
云
、
予
以
頭
弁
申
法
皇
云
、
出
御
自
対
代

　
　
　
　

経
渡
殿
可
出
御
歟
、
将
又
自
御
座
後
御
簾
可
出
御
歟
、

　
　
　
　

経
透
渡
殿
可
渡
御
也
云
々
、
新
院
御
時
、
自
御
座
後
出
御
、

　
　
　
　

法
皇
御
簾
中
之
故
歟
云
々
、
新
院
出
御
々
座
、
幼
主
経
透
渡

　
　
　
　

殿
也
、

次
大
閤
及
執
柄
着
簀
子
円
座
、

　

大
閤
渡
御
前
簀
子
着
階
西
間
円
座
、

　

執
柄
刷
主
上
御
裾
了
、
直
降
我
座
当
間
、
御
座

次
間
、
座

　

簀
子
円
座
、
有
揖
、

北
面
、

　
　
　

保
安
二
年
、
執
柄
自
庇
東
行
、
出
東
面
戸
、
経
簀
子

　
　
　
　

着
御
前
円
座
、

　
　
　

長
承4
元
年
、
大
殿
儲
候

西
方
、
公
卿
着
座
之
後

　
　
　
　

追
着
、依

御
気
色
、
御
座

儲
候
西
方
也
、

殿
下
正
笏
殊
候
居
、

居
定
後
居
直
給
、

依
御
気
色
、

　
　
　
　

御
座
儲
候
西
方
也
、�

」

次
以
蔵
人
頭
召
諸
卿
、

　

執
柄
伺
御
気
色
、
庇
座
下
方
目
頭
、
々
進
候
簀
子
巽

　

角
、
執
柄
仰
可
召
諸
卿
之
由
、
只
示
気
色

也
、

頭
退
帰
召
之
、

次
諸
卿
参
上
、
次
第
着
御
前
円
座
、
■
■

　
衛
府
公
卿
乍
帯
弓
箭

着
之
、

次
執
柄
仰
楽
行
事
、

　

先
伺
御
気
色
、
上
皇
御
坐
所

伺
之
、

召
左
右
近
次
将
名
、
名
朝
臣
、

五
位
□
□
加
朝
臣
、

　
不
聞
及
者
顧

目
之
、

両
人
参
進
立
欄
下
、

　

執
柄
仰
云
楽
行
事
、
不
謂
位
次
、

先
仰
左
近
、
不
聞
及
者
顧
目
之
、

　

両
人
各
経
吾
方
胡
床
後
向
楽
屋
、

次
乱
声
、

〻

（
第
9
紙
）

〔
垂
裾
〕

先

（
×
天
）

（
源
）

東

（
正
月
五
日
）

（
第
10
紙
）

（
鳥
羽
）

〔
簾
カ
〕

（
藤
原
忠
通
）

（
源
雅
兼
） （

白
河
）

（
鳥
羽
上
皇
）

（
崇
徳
天
皇
）

（
藤
原
忠
通
）

（
正
月
二
日
）

（
藤
原
忠
実
）
寝
殿

〻
〻
〻
〻

〻�

〻

〻
〻
〻
〻

〻

（
藤
原
忠
通
）

（
第
11
紙
）

揖
了
懸
裾
高
欄
、

〔
以
上
〕
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次
振
桙
、
先
左
、
次
右
、

次
左
右
同
時
振
之
、�

」

次
左
右
奏
舞
、
其
曲
多
少
代
々
不
定
、

舞
間
公
卿
前
衝
重
、

　

大
閤
・
執
柄
・
五
位
蔵
人
長
承
元
、
為
頼
・
経
隆
居
大4
殿
前
、

　

自
余
殿
上
五
位
、

　
　
　
天
治
二
、
無
役
五
位
、
予
取
法
皇
御
気
色
、
依
仰
目
少
将
経
定　

令

居
衝
重
一
人
、
数
反
送
之
、

次
勧
盃
、

　

蔵
人
頭
、
瓶
子
五
位
蔵
人
、

　
　
　

大
閤
・
執
柄
不
隔4
人
之
時
、
無
勧
盃
、

次
供
主
上
御
膳
、
懸
盤
六
脚
、

御
盤
二
枚
、

　

大
納
言
為
陪
膳
、
衛
府
撤
弓
箭
、
解
剣
挿
笏
、

不
撤
纓
、

　

参
議
・
散
三
位
役
送
、
人
数
少
之
時
召
加
蔵
人
頭
、

或
又
宰
相
重
役
、

�

」

　

御
酒
盞
持
参
寝
殿
巽
角
之
時
、
陪
膳
示
気
色
令

　

持
帰
也
、
供
了
陪
膳
抜
笏
退
下
、

　
　
　

衛
府
如
本
帯
弓
箭
復
座
、

　
　
　

二
棟
廊
南
面
西4
一
間
予
御
簾
為
供
御
膳
之
路
、

　

此
間
舞
人
居
地
、
不
止
楽
、

　

在
胡
床
次
将
不
起
、

舞
間
被
仰
勧
賞
、
左
舞
人
、
右
舞
人
、
楽
人
、
其
人
不
定
、

非
初
度
之
時
強
無
之
、
但
随
時
、

　

職
事
仰
執
柄
、
々
々
仰
大
臣
、
々
々
於
巽
角
欄
辺
、
或
透

渡
殿

　
欄
下
、

　
　
　

以
陣
官
召
其
人
仰
之
、
叙
爵
一
階
転
任

随
時
依
人
、

舞
人
二
拝
了

　

大
臣
復
座
、
舞
間
仰
之
、
帰
入
之
後
更
召
出
、

無
便
宜
之
故
也
、

　
　
　

保
安
二
御
記
云
、
法
皇
有
召
、
予
参
進
、
仰
云
、
帰
路
之
次
、
可
有
胡
飲
酒

　
　
　

可
有
賞
、
而
可
勤
仕
件
舞
者
為
右
舞
人
、
右
近
将
曹

多
忠
方
、
猶
先
左
方
者
蒙
賞

　
　
　

之
後
右
者
可
被
賞
歟
、
然
者
胡
飲
酒
前
有
左
舞
一
曲
、
打
毬

楽
、
其
次
ニ

　
　
　

被
左
賞
可
宜
者
、
則
召
左
行
事
仰
之
復
座
、

中
間
入
御
儀
、
無
警
蹕
、

　

依
御
気
色
召
上
臈
次
将
、
々
々
参
上
取
御
剣
献
簾
中
内
侍
、

次
入
御
同4
母
屋

簾
中
、

執
柄
褰
御
簾
□
直
復
座
、�

」

　

又4
次
将
取
璽
筥

同
内
侍
、

　
　
　
　

天
治
三
、
予
召
上
臈
次
将
、
宗
輔
・
師
時
参
進
、
仰
一
人
可

　
　
　
　
　

参
之
由
、
仍
師
時
退
帰
、
宗
輔
渡
御
前
取
御
剣
、

及
暗
之
時
供
掌
燈
、
主
上
御
座
左
右
、

所
司
勤
仕
立
明
、

中
間
入
御
儀
、

執
柄
直
参
進
褰
母
屋
御
簾
、
入
御
之
後
複
座
、

此
間
諸
卿
平
伏
、
次
将
立
胡
床
前
不
称
警
蹕
、

次
召
公
卿
次
将
、
取
剣
璽
令
指
入
母
屋
簾
中
、

　
　
　

保
安
五
年
・
大
治
三
年
如
此
、

或
先
召
上
臈
次
将
令
付
御
剣
於
内
侍
之
後
、
主
上
入
御
、

執
柄
褰
御
簾
奉
入
之
、
其
後

取
璽
筥
、
又
授
内
侍
了
退
下
、

　
　
　
　

天
治
三
年
・
又
治
三
年
如
此
、

　

天
治
三
年
、
御
遊
之
間
、
幼
主
重
褰
母
屋
御
簾
出
御
、

　
　

仍
召
師
時
令
取
剣
璽
、
召
忠
宗
令
献
御
笏
、�

」

舞
了
候
胡
床
次
将
帰
入
、

次
召
御
遊
具
、
執
柄
催
之
、

殿
上
五
位
六
位
役
之
、

次
召
殿
上
召
人
、
執
柄
兼
取
御
気
色
召
其
人
、

此
間
敷
召
人
座
、
即
着
座
、
給
衝
重
、

次
御
遊
、
拍
子
、
琵
琶
、
筝
、
和
琴
、

笙
、
笛
、
篳
篥
、

（
第
12
紙
）

〔
居
脱
カ
〕

（
藤
原
）
（
藤
原
）

（
藤
原
忠
通
）

（
白
河
）

（
藤
原
）右

胡
床
、

（
第
13
紙
）

〻

（
白
河
）

（
藤
原
忠
通
）

（
衍
カ
）

（
以
下
四
行
抹
消
ス
ル
カ
）

主
上
起
御
座
、（
×
自
）

御

此
間
次
将
立

胡
床
□
、

〔
前
カ
〕

（
第
14
紙
）

（
×
次
）

授（
藤
原
忠
通
）

（
藤
原
）
（
源
）

（
正
月
二
日
）次

将

（
マ
マ
）

〔
大
カ
〕

（
崇
徳
天
皇
）

（
藤
原
）

（
第
15
紙
）
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呂
、

律
、

次
御
贈
物
、
其
物
不
定
、

御
遊
之
間
、
可
取
之
公
卿
等
起
座
、
廻
御
所
西
方
、
自
閑
路
可
廻
歟
、
寛

治
二
年
内
大
臣
・
遅
参

大
納
言
渡

御
前
、

取
御
贈
物
経
簀
子
東
行
、
跪
御
前
称
物
名
、

微
音
、

経
公
卿
座
前
、
於
透
渡
殿
授
職
事
、

　
　
　

代
始
、
執
柄
於
御
前
簀
子
受
取
之
、

御
遊
終
頭
給
禄
、
有
差
、

執
柄
禄
蔵
人
頭
持
参
、
依
気
色
持
退
給
随
身
、

自
余
殿
上
四
位
取
之
、�

」

各
自
取
禄
、
自
下
臈
起
座
授
僕
従
、

次
入
御
、

執
柄
褰
御
簾
、
召
職
事
返
給
御
笏
、

上
臈
次
将
参
上
、
取
剣
璽
授
簾
中
内
侍
、

次
撤
御
膳
、
殿
上
五
位
役
之
、

次
被
仰
院
司
賞
、

職
事
仰
大
臣
、
以
詞
仰

之
、

々
々
於
殿
上
辺
召
内
記
、
於
砌
下

仰
叙
人
、
仰
可
候
位
記
之
由
、

若
内
々
注
折
紙
之
、
下
給
件
折
紙
、

其
人
於
中
門
西4
方
奏
慶
拝
舞4
、

執
柄
下
宿
所
、

此
間
内
々
有
御
対
面
、
不
被
具
剣
璽
、

御
束
帯
、

次
還
御
、�

」

構
御
輿
寄
於
南
階
、□

□
入
御
時
、
廻
后
御
所
、

先
例
又
如
此
、

立
大
刀
契
於
簀
子
、
東
竪
候
階
西
間
、

先
引
陣
、

公
卿
列
立
、

鈴
奏
、

寄
御
輿
於
南
階
、

乗
御
、
大
将
称
警
蹕
、

大
将
前
行
於
中
門
仰
御
綱
、

　
　

執
柄
立
座
乗
車
供
奉
引
陣
、
乗
馬
在
車
後
、

次
車
駕
還
宮
、

於
左
衛
門
陣
下
馬
、

御
輿
入
東
門
、

下
御
、
警
蹕
、

鈴
奏
、

名
謁
、
次
将
問
之
、�

」

還
御
本
殿
、

（
以
下
余
白
）�

」

「
光
明
峯
寺
殿
御
次
第
同
御
筆
、

也
、
可

 

秘
蔵
者
乎
、

 　

寛
永
廿
年
九
月
十
七
日
令
一
見
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
房
」�

」

（
正
月

十
九
日
）（
藤
原
師
通
）

（
藤
原
実
季
・
源
師
忠
）

（
第
16
紙
）

或
中
門
廊

南
妻
、

（
第
17
紙
）

〻
〻

（
第
18
紙
）

（
第
19
紙
）

（
九
条
道
家
）

（
九
条
）

（
第
20
紙
）



（　 ）　宮内庁書陵部所蔵九条家本『朝覲行幸次第草』・『朝覲行幸次第』（太田・藤原）103

『
朝
覲
行
幸
次
第
』［
九-

四
〇
二
七
］

「
行
幸
次
第
」

次
近
衛
引
陣
、

次
反
閇
、
陰
陽
師
給
禄
、

次
天
皇
進
立
御
帳
前
給
、

次
右
次
将
渡
左
、

次
諸
卿
列
立
、

左
大
将
立
階
巽
、
諸
卿
列
立

南
東
方
、

右
大
将
経
階
下
里
内

階
前
、
立
階
坤
、

次
圍
司
奏
、

次
鈴
奏
、

此
間
舁
出
大
刀
契
、
左
将
監

渡
右
、

次
寄
御
輿
、

主
殿
撤
御
座
覆
、

掃
部
敷
莚
道
、

次
上
臈
次
将
安
御
剣
、

次
天
皇
乗
御
、

大
将
已
下
称
警
蹕
、
次
将
取

御
挿
鞋
給
東
竪
、

次
々
将
安
御
璽
閉
輦
戸
、

皇
后
同
輿
之
時
、
置
御
璽
之

後
、
次
将
参
上
下
格
子
、
近
臣
公
卿

取
几
帳
、
后4
宮
乗
御
、�

」

公
卿
前
行
騎
馬
、

御
輿
進
行
、

次
於
宣
陽
門
、
或
月
華

門
砌
内
、
大
将
進
立

御
輿
前
、
向
其

前
、
横
弓
、
召
大
舎
人
、

二音
、
大
舎
人
称
唯
、
仰
云
、
御
綱
張
レ
、

里
内
於

中
門
仰
之
、

路
頭
行
列
如
恒
、

大
将
供
奉
行
列
、

陣
中
、

下
臈
随
身
二
人
張
口
、
残
随
身

為
先
下
臈
歩
列
、
馬
右
方
、
左
近
准

可
知
、

前
追
前
、
於
也
伊

サ
キ
也
、
最
末
下
臈

二
人
令
持
弓
・
平
胡
籙
等
、
納
言
大
将

之
時
持
弓
、

馬
副
八
人
、
若
十
人
、

随
職
、

二
行
在

後
、
上
臈
取
笏
、
舎
人
・
居
飼
・
副

馬
・
雑
色
等
自
閑
路
参
会

院
門
辺
、
式
一
両
竊
具4
之
、

一
両
、

路
頭
、

於
陽
明
門
外
上
臈
随
身
騎
馬
、

里
内

陣
口
、
在
馬
前
右
方
、
大
臣
・
大
将

二
人
打
列
之
、�

」

移
馬
舎
人
・
居
飼
在
其
前
、

下
臈
随
身
在
馬
後
、

乗
輿
到
院
門
、
神
祇
官
献
御
麻
、

　

公
卿
下
馬
列
立
西
門
内
、
東
上
南
面
、

大
将
同
下
馬
、
東
門
陣
前
辺
、

立
門

内
、
左
北
、
右
南
、
去
門
内
柱
二
丈
許
左
、

懸
裾
立
也
、

次
執
政
進
立
御
輿
前
、
使
院
司
公
卿

（
外
題
）

（
前
欠
）

（
第
1
紙
）

〔
日
カ
〕

サ
キ

〻
〻

（
第
2
紙
）

東
礼
之
時
、

左
立

南
也
、
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奏
臨
幸
之
由
、
復
命
了
、
奏
者

復
列
、
発

乱
声
、

次
入
御
、

先
左
右
大
将
前
行
、
各
随
身
為
先

下
臈
前
行
追
前
、

次
御
輿
、
次
執
政
人
、
随
身
二
前

前
行
、

舁
居
御
輿
於
中
門
、
東
面
妻
、

左
右
大
将
已
下
次
将
等
候
地
上
、

左
南
、

右
北
也
、

次
下
御
、
不
警
蹕
、
取
剣
璽
、

如
例
、

皇
后
同
輿
之
時
、
主
上
下
御

之
後
、
大
将
以
下
退
下
、
宮
司

参
入
云
々
、

次
公
卿
着
殿
上
座
、

次
御
拝
、
法
皇
御
時
、
近
臣
公
卿

置
三
衣
筥
、

執
柄
敷
々
物
、
帛
袷
也
、

�

」

次
改
御
装
束
、

次
近
衛
引
陣
、
先
是
立
胡
床
、

次
将
等
着
靴
引
裾
、

次
重
渡
御
、

次
将
候
剣
璽
如
例
、

次
召
公
卿
、
蔵
人
頭
、

次
公
卿
着
御
前
簀
子
座
、

次
仰
楽
行
事
、
召
胡
床
之
次
将
承

仰
、
執
政
仰
之
、

次
乱
声
振
桙
、
先
左
、
次
右
、

次
左
右
同
時
、

次
舞
、
多
少
随4
時
、

次
居
公
卿
衝
重
、

次
勧
盃
、
蔵
人
頭
、

次
供
御
膳
、
此
間
舞
人
居
、

大
納
言
勤
仕
陪
膳
、
撤
剣
挿

笏
、

次
置
御
遊
具
、
殿
上
五
位

役
之
、

御
遊
、
先
召
人
着
座
、

此
間
引
出
物
御
馬
、

次
御
贈
物
、
初
度
有
此
事
歟
、

賜
公
卿
禄
、

次
公
卿
退
下
、

次
被
仰
賞
、
公
卿
仰
内
記
、�

」

初
度
被
書
之
、
召
納
言

下
之
、

次
還
宮
、
幼
主
之
時
、
寄
御
輿

於
南
階
、

左
右
大
将
進
立
階
東
西
、

有
鈴
奏
・
警
蹕
・
御
綱
等

事
、
保
安
例
也
、

還
宮
之
後
、
鈴
奏
・
名
謁

如
例
、

三
衣
筥
役
事

康
治
二
台
記
云
、
法
皇
自
東

簾
出
御
、
余
進
褰
簾
、
着
御

座
、
在
母
屋
也
、
南
面

着
御
、

予
跪
指

〔
行
カ
〕

御
靴
也
、但
幼
主
不
然
也
、

重
有
御
拝
、
中
宮

御
方
、
其
儀
同
前
、

（
第
3
紙
）

〔
在
カ
〕

（
第
4
紙
）

（
正
月
三
日
）

（
鳥
羽
）

（
藤
原
頼
長
）
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笏
、
今
日
依
指
得
入

懐
中
、
後
設
之
、
褰
簾
取
筥
、

在
簾
内

際
、

渡
御
前
、
跪
置
御
前
右

辺
、
畳
上
、

抜
笏
退
出
、
候
簀
子
、

御
拝
了
、
法
皇
召
余
、
即
参
上

褰
御
簾
、
入
御
了
、
進
跪
御
座

前
、
抜
笏
取
筥
、
退
跪
簾
下
、

褰
簾
置
内
際
、
自
簀
子
西

行
、
着
殿
上
、

院
司
賞
事

天
治
玉
林
云
、
仰
蔵
人
令
敷�

」

菅
円
座
四
枚
、
余
座
在
北
長

押
下
、
南
面
、

右
内
両
府
座
在

余
右
、
北
上
東
面
、

執
筆
座
在
端
、

与
余
対

座
也
、
敷
座
了
、
余
仰
頭
弁

召
両
丞
相
幷
執
筆
左
大
弁

等
、
各
着
座
、
余
仰
左
大
弁
令

召
紙
筆
、
為
隆
召
蔵
人
実
親
、

召
硯
・
続
紙
、
則
持
参
置
執

筆
前
、
余
仰
叙
人
、
書
了
後

仰
女
叙
位
、
放
続
紙
奥
、
書

之
了
盛
柳
筥
進
之
、
余
披
見

了
召
頭
弁
令
覧
法
皇
、
柳
筥
内
、

余
前
、

則4
返
給
、
余
返
給
柳
筥
於
為

隆
、
々
々
如
本
盛
硯
・
筆
退
起
、

余
以
頭
弁
召
中
納
言
別
当
、

来
就
余
座
右
左
、
余
取
叙
位

二
通
給
之
、
余
以
下
起
座
、

（
以
下
余
白
）�

」

〔
不
脱
カ
〕

（
第
5
紙
）

（
藤
原
忠
通
）

（
藤
原
家
忠
・
源
有
仁
）

（
源
雅
兼
）

（
藤
原
為
隆
）

（
平
）

（
白
河
）

（
藤
原
実
行
）

〻

（
第
6
紙
）




